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(57)【要約】
【課題】柔軟かつ簡便に利用できる画像処理装置であっ
て、所望の画像を効果的かつ効率的に出力できる画像処
理装置を提供する。
【解決手段】医用画像撮影装置で撮影された複数の画像
が画像処理装置に入力され、その各画像に対して関心領
域を指定し、関心領域が内接する矩形の領域を矩形画像
として抽出する。矩形画像をフレームに合成する処理を
全ての矩形画像に対して行うことにより、矩形画像とフ
レームとが合成された出力画像を作成し、モニタ、フィ
ルム等に出力する。これにより、所望の画像を効率的か
つ効果的にモニタやフィルムに出力することができ、ユ
ーザの視認性を高めることができる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフレームがレイアウトされているテンプレートの各フレーム内に複数の画像をそ
れぞれ合成し、出力画像を作成する医用画像処理装置において、
　医用画像撮影装置で撮影された複数の画像を入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力された複数の画像に対して関心領域を指定する関心領域指定手
段と、
　前記複数の画像から前記関心領域指定手段によって指定された関心領域を、その関心領
域が内接するトリミング領域にしたがって画像領域として抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって前記複数の画像から抽出された複数の画像領域を前記テンプレー
トの各フレーム内に合成して出力画像を作成する合成処理手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記合成処理手段は、前記複数の画像領域が前記テンプレートの各フレーム内で最大の
大きさになるように各画像領域を変倍することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装
置。
【請求項３】
　前記複数の画像は、時間的あるいは空間的に関連のある一連の画像を含み、
　前記合成処理手段は、前記一連の画像の各関心領域の画像間の撮影倍率が一致するよう
に各矩形画像を変倍することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記複数の画像は、時間的あるいは空間的に関連のある一連の画像を含み、
　前記合成処理手段は、前記テンプレートのフレームの中心と前記画像領域の中心とが一
致するように各画像領域を各フレーム内に合成することを特徴とする請求項１から３のい
ずれかに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　複数のテンプレートを記憶する記憶手段と、
　前記記憶されているテンプレートの中から、前記合成処理手段において画像領域が合成
されるテンプレートを選択する選択手段と、
　を更に備え、
　前記記憶手段は、フレームの大きさ及び配置を任意に設定することによって作成された
テンプレート及び／又はフレームが水平方向と垂直方向とに規則的に配置されたテンプレ
ートを複数記憶することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置に係り、特に取得された画像を処理して視認性を向上させる画
像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療施設では、医用画像撮像装置で撮影された画像、医用画像診断装置やワークステー
ション等で作成された画像等がフィルムに出力され又はモニタに表示され、その画像を用
いて読影医が観察又は診断をしている。
【０００３】
　近年、画像診断装置が高性能化し、短時間で長距離の撮影ができるようになったことに
より、取り扱う画像枚数が爆発的に増えたことや、三次元やＭＰＲ（Multi Planer Recon
struction）などの画像解析技術が高度になったことにより、これらの画像を用いて観察
や診断をする機会がますます増えている。
【０００４】
　このような状況にあって、読影医が観察や診断をするにあたっての視認性、見読性を向



(3) JP 2008-188177 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

上させるために、所望の画像を効果的かつ効率的にモニタに表示したりフィルムに出力し
たりする工夫が望まれている。
【０００５】
　特許文献１には、画像の関心領域を指定し、その関心領域を画像出力媒体の最大出力サ
イズに合わせて変倍する方法が提案されている。
【特許文献１】特開２００２－８００５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の画像出力方法では、複数の画像を一度に扱うことが
考慮されていないという問題がある。そのため、１つの媒体を任意の領域に分割して各分
割領域に画像を出力する、ということについても考慮されていない。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、柔軟かつ簡便に利用できる画像処理
装置であって、所望の画像を効果的かつ効率的に出力できる画像処理装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の画像処理装置は、複数のフレームがレイ
アウトされているテンプレートの各フレーム内に複数の画像をそれぞれ合成し、出力画像
を作成する医用画像処理装置において、医用画像撮影装置で撮影された複数の画像を入力
する入力手段と、前記入力手段により入力された複数の画像に対して関心領域を指定する
関心領域指定手段と、前記複数の画像から前記関心領域指定手段によって指定された関心
領域を、その関心領域が内接するトリミング領域にしたがって画像領域として抽出する抽
出手段と、前記抽出手段によって前記複数の画像から抽出された複数の画像領域像を前記
テンプレートの各フレーム内に合成して出力画像を作成する合成処理手段と、を備えたこ
とを特徴としている。
【０００９】
　請求項１に記載の画像処理装置によれば、医用画像撮影装置で撮影された複数の画像が
画像処理装置に入力され、その各画像に対して関心領域を指定し、関心領域が内接する部
分を画像領域として抽出する。画像領域をフレームに合成する処理を全ての画像領域に対
して行うことにより、画像領域とフレームとが合成された出力画像を作成し、モニタ、フ
ィルム等に出力する。これにより、所望の画像を効率的かつ効果的にモニタやフィルムに
出力することができ、ユーザの視認性を高めることができる。
【００１０】
　請求項２に記載の画像処理装置は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記合成
処理手段は、前記複数の画像領域が前記テンプレートの各フレーム内で最大の大きさにな
るように各画像領域を変倍することを特徴としている。
【００１１】
　請求項２に記載の画像処理装置によれば、合成処理手段は、画像領域がフレームに最大
の大きさで表示されるように、画像領域を変倍し、変倍された矩形画像がフレームに合成
される。これにより、画像を最適化（例えば、最大化）してフレームに表示することがで
き、所望の画像をできるだけ大きく表示させることができる。
【００１２】
　請求項３に記載の画像処理装置は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記複数
の画像は、時間的あるいは空間的に関連のある一連の画像を含み、前記合成処理手段は、
前記一連の画像の各関心領域の画像間の撮影倍率が一致するように各矩形画像を変倍する
ことを特徴としている。
【００１３】
　請求項３に記載の画像処理装置によれば、時間的あるいは空間的に関連のある一連の画
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像が入力された場合には、合成処理手段は、関心領域の画像間の撮影倍率が一致するよう
に各矩形画像を変倍し、変倍された矩形画像がフレームに合成される。これにより、時間
的あるいは空間的に関連のある一連の画像（複数枚の画像）を取り扱う場合において、関
心領域の大きさが異なることで腫瘍の大きさが異なる等、観察や読影がしにくく、誤診を
招く危険性がある場合においても、一連の画像の関心領域の大きさを揃えることで誤診を
招く危険性を低下させることができる。
【００１４】
　請求項４に記載の画像処理装置は、請求項１から３のいずれかに記載の画像処理装置に
おいて、前記複数の画像は、時間的あるいは空間的に関連のある一連の画像を含み、前記
合成処理手段は、前記テンプレートのフレームの中心と前記画像領域の中心とが一致する
ように各画像領域を各フレーム内に合成することを特徴としている。
【００１５】
　請求項４に記載の画像処理装置によれば、時間的あるいは空間的に関連のある一連の画
像が入力された場合には、合成処理手段は、フレームの中心と画像領域の中心とが一致す
るように各画像領域を各フレーム内に合成する。これにより、患者の状態が悪く動かすこ
とが困難である等により、被写体の中心位置が画像診断装置に対してずれた状態で撮影せ
ざるを得ない場合等、一連の画像の関心領域の中心位置がずれてしまうことで視認性が低
下して観察や読影がしにくい場合においても、一連の画像の関心領域の位置と大きさとを
同一にすることで視認性の低下を防ぎ、観察や読影をしやすくすることができる。
【００１６】
　請求項５に記載の画像処理装置は、請求項１から４のいずれかに記載の画像処理装置に
おいて、複数のテンプレートを記憶する記憶手段と、　前記記憶されているテンプレート
の中から、前記合成処理手段において画像領域が合成されるテンプレートを選択する選択
手段と、を更に備え、前記記憶手段は、フレームの大きさ及び配置を任意に設定すること
によって作成されたテンプレート及び／又はフレームが水平方向と垂直方向とに規則的に
配置されたテンプレートを複数記憶することを特徴としている。
【００１７】
　請求項５に記載の画像処理装置によれば、フレームの大きさ及び配置を任意に設定する
ことによって作成されたテンプレート及び／又はフレームが水平方向と垂直方向とに規則
的に配置されたテンプレートの複数のテンプレートがあらかじめ記憶されており、その中
から出力画像を作成する基となるテンプレートを選択して使用する。これにより、様々な
テンプレートが用いられる場合においても、その中から最適なテンプレートを使用するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、柔軟かつ簡便に利用できる画像処理装置であって、所望の画像を効果
的かつ効率的に出力できる画像処理装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図１は、本発明に係る画像処理装置１０の構成を示すブロック図である。画像処理装置
１０は、被検体の断層像を撮影する医用画像撮影装置２、医用画像撮影装置２で撮影され
た画像等が保存されている画像データベース３、プリンタ４とＬＡＮ等のネットワーク１
によって接続される。医用画像撮影装置２は、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲ装置、超音波撮影装置
等の被検体の断層像を撮影可能な装置により構成される。本実施の形態では、Ｘ線ＣＴ装
置によって、被検体の頭部又は腹部の断層像が撮影された場合を例に説明する。
【００２１】
　画像処理装置１０は、主として、各構成要素の動作を制御する制御装置としての中央処
理装置（ＣＰＵ）１１と、装置の制御プログラムが格納されたり、プログラム実行時の作
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業領域となったりする主メモリ１２と、オペレーティングシステム（ＯＳ）、周辺機器の
デバイスドライブ、各種アプリケーションソフト等が格納される磁気ディスク１３と、表
示用データを一時記憶する表示メモリ１４と、この表示メモリ１４からのデータに基づい
て画像を表示するＣＲＴモニタ、液晶モニタ等のディスプレイ１５と、操作者が指示を入
力するためのキーボード１６と、ディスプレイ１５上のソフトスイッチを操作するための
マウス１７と、マウス１７の状態を検出してディスプレイ１５上のマウスポインタの位置
やマウス１７の状態等の信号をＣＰＵ１１に出力するコントローラ１８と、上記各構成要
素を接続する共通バス１９とから構成される。
【００２２】
　画像処理プログラムとして、磁気ディスク１３には、画像診断装置等で作成した画像を
モニタに表示するためのプログラム（ビューワ）、及び画像をフィルムに出力するプログ
ラム（フィルミング）が格納されている。ＣＰＵ１１は、上記プログラム（ビューワ又は
フィルミング）を磁気ディスク１３から読み出して主メモリ１２にロードし、実行する。
【００２３】
　ビューワは、磁気ディスク１３又は画像データベース３に格納されている画像やその付
帯情報を主メモリ１２に読み込み、それらのデータを主メモリ１２に展開する。そして、
ビューワは、主メモリ１２に展開したデータ、主メモリ１２に展開したデータを基に作成
された表示データ等をディスプレイ１５上に出力して表示させたり、画像を解析して主メ
モリ１２に展開したデータを更新したり、解析したデータを磁気ディスク１３に保存した
りすることができる。ディスプレイ１５で表示された画像は、ネットワーク１を介して別
の画像診断装置やワークステーションに転送することができる。転送された画像は、別の
画像診断装置やワークステーションで受信され、その画像が画面に表示されたり画像処理
されたりする。
【００２４】
　フィルミングは、磁気ディスク１３又は画像データベース３に格納されている画像やそ
の付帯情報を主メモリ１２に読み込み、それらのデータを処理してフィルムデータを作成
する。そして、そのフィルムデータを磁気ディスク１３又は主メモリ１２に保存したり、
ディスプレイ１５上に表示したり、ネットワーク１を介して接続されているプリンタ４に
出力したりすることができる。ネットワーク１を介してプリンタ４に転送されたフィルム
データは、フィルムや紙等の媒体に印刷される。
【００２５】
　なお、本実施例では、主メモリ１２以外の記憶装置として磁気ディスク１３が接続され
ているが、磁気ディスク１３以外の記憶装置として、例えば、画像処理装置１０に内蔵又
は外付けされたメモリ、取り出し可能な外部メディアに対してデータの書き込みや読み出
しを行う装置、外部記憶装置とネットワークを介してデータを送受信する装置等を適用し
てもよい。
【００２６】
　上記のように構成された画像処理装置においては、（１）診断上有用な関心領域を抜き
出す（トリミングと同義）、（２）抜き出された画像領域をビューワまたはフィルミング
の画像表示領域（フレーム）に合わせて変倍してフレームと合成する、の２つの手段によ
り、所望の画像を効果的かつ効率的にモニタに表示させるためのデータ（表示データ）又
はフィルムに出力するためのデータ（フィルムデータ）が作成される。以下、上記２つの
手段について順番に説明する。なお、以下に説明する上記２つの手段における処理は、キ
ーボード１６等により処理を行う対象となる画像が選択され、ＣＰＵ１１にその選択され
た画像について画像処理を行う旨の指示が入力された後に、ＣＰＵ１１によって行われる
。
【００２７】
　なお、関心領域は、一般的に多角形や楕円形で指定することが可能であるが、観察や読
影をする際、ビューワやフィルミングのフレームは矩形であることが最も視認性が良く、
また、無駄な空間が存在しないため、本実施の形態では、関心領域、フレームを矩形とし
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て説明する。
【００２８】
　＜診断上有用な関心領域を抜き出す（トリミング）処理について＞
　関心領域を指定する方法としては、閾値処理と呼ばれる方法により自動的に関心領域を
指定する方法、及びユーザが手動で関心領域を指定する方法（自動的に指定した関心領域
を調整する方法も含む）の２つがある。なお、閾値処理については、既に公知の様々な方
法を使用することができる。
【００２９】
　まず、自動的に関心領域を指定してトリミングする方法について説明する。
【００３０】
　[１枚の画像に対して処理を行う場合]
　一般的に、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置、ワークステーションなどで撮影又は作成された
画像の関心領域は、画像の中央付近に存在する。そこで、画像の各辺の中央から対辺に向
かって所定の閾値を超える画素を走査していき、閾値を超える最も外側の画素を矩形の辺
として領域が抜き出される。
【００３１】
　すなわち、図２に示すように、水平方向の中心位置において、画像の上辺から下方向に
所定の閾値を超える最初の画素が探索される。そして、水平方向の中心位置から左右方向
に、残りの画素についても同様の作業が行われる。その結果、閾値を超える画素が最も上
にある画素位置が、抜き出される関心領域の上辺と設定される。画像の下辺、左辺、右辺
についても同様の処理が行われることにより、関心領域の下辺、左辺、右辺が設定される
。これにより、図３（ａ）に示すように、最適な関心領域が指定される。
【００３２】
　その後、このように指定された関心領域が内接する矩形のトリミング領域にしたがって
、矩形の画像領域（矩形画像）が抽出される。本実施の形態では、矩形の関心領域を指定
したため、関心領域と矩形画像とは一致した領域となる。
【００３３】
　これにより、画像が撮影されている部分のみ、すなわち観察したい部分のみをフレーム
一杯に表示することができるため、読影しやすい表示データ又はフィルムデータを作成す
ることができる。また、フィルム一杯に画像が印刷されるため、フィルムの無駄を減らす
ことができる。
【００３４】
　なお、図３（ａ）においては、出来るだけ大きな関心領域をとるために、画像が撮影さ
れている領域を抜き出す例について説明したが、閾値を変えることにより、病変部のみを
抜き出したり、特定の臓器を抜き出したりすることもできる。
【００３５】
　[時間的あるいは空間的に関連のある複数枚の画像（一連の画像）に対して処理を行う
場合]
　時間的あるいは空間的に関連のある一連の画像を扱う場合、視認性・見読性を向上させ
るために、一連の画像の関心領域を同じ大きさにすることが望まれている。また、回転さ
せた（様々な角度で作成した）一連の三次元画像の位置と大きさを揃えることで視認性を
向上させることも望まれている。これは一連の画像の大きさがそれぞれ異なると、画像ご
とに腫瘍等の大きさが変わってしまい、誤診を招く危険性があるからである。もちろん、
被写体の長さを示す目盛りなどが各フレームに表示されているであろうが、直感的にはわ
かりにくい。
【００３６】
　このような場合には、図３（ｂ）に示すように、一連で扱う個々の画像における所定の
閾値を越えるすべての画素を抱合する大きさの関心領域が指定される。例えば、一連の画
像全てに対して、上記のような角画像に最適な関心領域を指定する処理が行われ、その中
で最も大きな関心領域が、一連の画像の関心領域として指定される。その結果、一連の画
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像すべてに対して関心領域の大きさと位置とを同一にすることができる。
【００３７】
　これにより、同じシリーズに属する全画像の大きさ又は回転させた複数の三次元画像の
大きさを揃えることができるため、読影しやすいという効果がある。なお、指定された関
心領域から矩形画像を抽出する方法は、１枚の画像に対して処理を行う場合と同様である
。
【００３８】
　なお、自動的に関心領域を指定する場合において、関心領域を指定する前にトリミング
処理を適用する画像の範囲を指定することにより、１枚の画像に対して関心領域を指定す
るか、一連の画像に対して関心領域を指定するか、全ての画像に対して関心領域を指定す
るか等を設定することができる。
【００３９】
　また、自動的に関心領域を指定する場合において、矩形の関心領域を指定した場合につ
いて説明したが、楕円形等の矩形以外の形の関心領域を指定した場合には、楕円形等の関
心領域が内接する矩形のトリミング領域を矩形画像として抽出することにより、矩形以外
の関心領域にも適応することができる。
【００４０】
　また、自動的に関心領域を指定する場合において、図４に示すように、抜き出された関
心領域に余白を設定することも可能である。この場合には、余白を設定すること及び余白
の幅をあらかじめ設定しておく。余白を設定することにより視認性を良くすることができ
る。また、閾値よりわずかに下回った画素部分を関心領域に含むことができる。これによ
りフレーム画面での編集（後述）が不要になり、より柔軟かつ簡便に表示データまたはフ
レームデータを作成することができる。
【００４１】
　次に、ユーザが手動で関心領域を指定する方法について説明する。
【００４２】
　手動で関心領域を指定する方法は、基本的には、上記方法により自動的に指定された関
心領域を修正する場合に用いられる。
【００４３】
　抜き出された関心領域は、ビューワまたはフィルミングの画像表示領域（フレーム）に
出力される（詳細は後述）。しかし、被写体の下に写っているテーブルが関心領域に含ま
れている等、フレームに出力された関心領域がユーザの希望と異なっている場合が考えら
れる。このような場合には、フレームに出力された関心領域が以下の方法により手動で調
整される。
【００４４】
　ユーザが、フレームに出力された画像のうち、関心領域を手動で指定したい画像をマウ
ス１７等で選択すると、図５に示すように、関心領域指定画面がディスプレイ１５に表示
される。画面中央の画像表示部には、関心領域が抜き出される前の画像と、関心領域を示
す枠とが表示されている。
【００４５】
　そして、画像表示部の下に表示されるＨｏｒｉｚｏｎｔａｌメニューやＶｅｒｔｉｃａ
ｌメニュー等により、又はマウス１７等で枠の各線を水平方向及び垂直方向に移動させた
り、枠の大きさや位置を変えたりすることにより、枠で囲まれた関心領域が新たな関心領
域として指定される。
【００４６】
　これにより、ユーザが手動で希望する関心領域を指定することができる。例えば、テー
ブルが写っている画像の場合には、被写体の中心位置が関心領域の中心に対して上に上が
るのを防止することができる。また、被写体内部の病変部位等、部分的な関心領域の選択
も容易となる。
【００４７】
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　なお、画像表示部の下に表示されるＳｃｏｐｅメニューにより手動で関心領域を指定す
る処理を適用する範囲を指定することにより、１枚の画像に対して関心領域を指定するか
、一連の画像に対して関心領域を指定するか、全ての画像に対して関心領域を指定するか
等を設定することができる。
【００４８】
　＜抜き出された矩形画像をビューワまたはフィルミングの画像表示領域（フレーム）に
合わせて変倍してフレームと合成する処理について＞
　（１）設定されたテンプレートを読み出す、（２）矩形画像をフレームに合わせて変倍
する、（３）矩形画像をフレームに出力する、の３つの手段により、抜き出された矩形画
像がフレームに合成された出力画像（表示データ又はフィルムデータ）が作成される。以
下、上記３つの手段について順番に説明する。
【００４９】
　[読み出されるテンプレートを設定する方法について]
　テンプレートとは、１つ以上の画像表示領域（フレーム）が配置されているものであり
、あらかじめ作成されたものが磁気ディスク１３に保存されている。画像を効果的かつ効
率的にディスプレイ１５又はフィルムに表示するために、データの種類（表示データ又は
フィルムデータ）によって異なるテンプレートが作成されている。また、フィルムデータ
の場合には、フィルムのサイズによっても異なるテンプレートが作成されている。なお、
テンプレートには、フレームの大きさ及び配置を任意に設定することによって作成された
テンプレート（図６テンプレート選択画面上段参照、詳細は後述）とフレームが水平方向
と垂直方向とに規則的に配置されたテンプレート（図６テンプレート選択画面下段参照）
とがある。
【００５０】
　テンプレートを読み出す場合には、ユーザがデータの種類、フィルムのサイズ等を入力
すると、入力されたデータの種類又はフィルムのサイズに該当するテンプレートが磁気デ
ィスク１３から読み出され、図６に示すようなテンプレート選択画面がディスプレイ１５
上に表示される。ユーザが所望のテンプレートを選択して、マウス１７等でＯＫボタンを
押すことにより、選択されたテンプレートが設定されたテンプレートとして磁気ディスク
１３から読み出され、主メモリ１２に展開される。
【００５１】
　テンプレート選択画面に希望するテンプレートが無い場合には、新たなテンプレートを
作成することができる。図６に示すようなテンプレート選択画面において、マウス１７等
でＡｄｄボタンを押すことにより、図７に示すようなテンプレート作成画面がディスプレ
イ１５に表示される。
【００５２】
　図７に示すようなテンプレート作成画面において、テンプレート作成領域は複数のブロ
ックに分割されている。なお、ブロックの大きさは、ブロックサイズ変更領域で選択され
たブロックの大きさとなる。テンプレート作成領域において、マウス１７等でブロックを
ドラッグアンドドロップすることにより、フレームの大きさと位置とが決定される。フレ
ームの形状は正方形、長方形が作成できるが、断層像を表示させる場合には横長のフレー
ムを作成し、長尺画像を表示させる場合には縦長のフレームを作成する等、出力したい画
像をイメージしてフレームを作成するのが好ましい。なお、作成されたテンプレートは磁
気ディスク１３に保存され、これ以降に表示されるテンプレート選択画面に追加表示され
る。
【００５３】
　これにより、ユーザがフレームのサイズや配置を任意に設定することができる。なお、
新規にテンプレートを作成するのみでなく、既に作成されているテンプレートを微調整し
て新たなテンプレートを作成することもできる。これは、図６に示すようなテンプレート
選択画面で、微調整したいテンプレートを選択してＭｏｄｉｆｙボタンを押すことによっ
て可能となる。
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【００５４】
　[矩形画像をフレームに合わせて変倍する方法について]
　まず、上記方法により設定されたテンプレートにおける、所定の画像の出力先となるフ
レームの縦横比を算出する。なお、所定の画像の出力先のフレームは、手動又は自動であ
らかじめ選択されている。
【００５５】
　次に、矩形画像の縦横比を変更しないように、かつ矩形画像全体がフレームに表示され
るように、矩形画像が変倍される。フレームは任意の縦横比を持つ矩形であり、矩形画像
の縦横比とフレームの縦横比とが一致しない場合がある。そこで、図８に示すように、矩
形画像の縦横比とフレームの縦横比とが一致しない場合には、矩形画像の辺の長さとフレ
ームの辺の長さとの比を縦と横とで算出し、その比が大きい方を基準として矩形画像が変
倍される。これにより、矩形画像全体が必ずフレーム内に収まるように、矩形画像をフレ
ームに合わせて変倍することができる。
【００５６】
　[矩形画像をフレームに出力する方法について]
　上記方法により変倍された矩形画像をフレームに出力する場合には、矩形画像の中心位
置とフレームの中心位置とを一致させるようにする。
【００５７】
　これにより、図８に示すように、変倍された矩形画像の縦横比とフレームの縦横比とが
一致しない場合においても、矩形画像がフレームの中央に表示される。なお、図８におい
ては、矩形画像をフレームに合わせて変倍するときに縦方向の長さを基準としたため、フ
レームの左右に空白ができているが、矩形画像をフレームに合わせて変倍するときに横方
向の長さを基準とする場合には、フレームの上下に空白ができるし、矩形画像の縦横比と
フレームの縦横比とが一致する場合には、空白は発生しない。
【００５８】
　ただし、図９（ａ）に示すように、一連の画像の中に被写体の中心位置が画像診断装置
に対してずれた状態で撮影された画像が含まれている場合には、一連の画像の矩形画像の
中心位置もずれてしまう。このままの画像をビューワに表示したりフィルムに出力したり
すると、矩形画像の配置が不均等になることでユーザのストレスを誘発して視認性が低下
する要因となり得る。そこで、図９（ｂ）に示すように、各画像の矩形画像の中心とフレ
ームの中心とを一致させることで、一連の画像の矩形画像の中心位置がずれている場合に
おいても、矩形画像をフレームに均等に配置することができる。
【００５９】
　次に、抜き出された矩形画像がフレームに合成された出力画像（表示データ又はフィル
ムデータ）の例について説明する。
【００６０】
　（例１）
　図１０は、一つ一つの画像に対して最適な関心領域を指定してフレームに出力する場合
を示している。この場合、各画像は出力するフレームに最大サイズで出力することができ
る。
【００６１】
　（例２）
　図１１は、一連の画像の関心領域の大きさを同一にしてフレームに出力する場合を示し
ている。この場合、一連の画像は出力する大きさを揃えて出力することができる。
【００６２】
　（例３）
　図１２は、被写体の中心位置が画像診断装置に対してずれた状態で撮影された場合にお
いて、一つ一つの画像に対して最適な関心領域を指定し、なおかつ、矩形画像の中心とフ
レームの中心を一致させてビューワまたはフィルミングのフレームに出力する場合を示し
ている。この場合、各画像は出力するフレームに最大サイズで出力することができ、なお
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かつ、関心領域の大きさを均等に出力することができる。
【００６３】
　（例４）
　図１３は被写体の中心位置が画像診断装置に対してずれた状態で撮影された場合におい
て、一連の画像の関心領域の位置と大きさを同一にし、なおかつ、矩形画像の中心とフレ
ームの中心を一致させてビューワまたはフィルミングのフレームに出力する場合を示して
いる。この場合、一連の画像は出力する大きさを揃えて出力することができ、なおかつ、
関心領域の配置を均等にして出力することができる。
【００６４】
　なお、図１３に示す出力画像の例は、上記方法以外に、体軸の中心位置と画像の中心位
置を揃えることによっても可能である。以下、体軸の中心位置と画像の中心位置を揃える
方法について、図１４を用いて説明する。
【００６５】
　まず、図１４（ａ）に示すように、各画像を閾値処理することにより関心領域が算出さ
れ、それぞれの関心領域を含む矩形画像の中心位置が求められる。そして、図１４（ｂ）
に示すように、算出された矩形画像のうち、縦横それぞれの最大値を持つ矩形画像（最大
の矩形画像）が算出され、その中心位置が求められる。最後に、図１４（ｃ）に示すよう
に、図１４（ａ）で算出された矩形画像の中心位置と、図１４（ｂ）で算出された最大の
矩形画像の中心位置とが合わせられる。これにより、撮影時に患者が斜めになっていた場
合においても、体軸の中心位置を自動的にフレームの中央に配置することができる。
【００６６】
　これにより、抜き出された関心領域をビューワまたはフィルミングのフレームに合わせ
て変倍して、フレームに出力することができる。
【００６７】
　なお、図１０～図１３に示すような出力画像のフレームに表示された関心領域のみを拡
大表示することもできる。所定のフレームをマウス１７等で選択することにより、図１５
に示すような、そのフレーム全体が拡大表示されているフレーム画面がディスプレイ１５
に表示されることにより行われる。
【００６８】
　本実施の形態によれば、目的に応じた様々なテンプレートを作成し、テンプレート中の
フレームに表示したい画像の関心領域（本実施の形態においては、矩形画像と同じ）を変
倍（最大化）して表示することで、効率的かつ効果的な表示データ又はフィルムデータを
作成することができる。また、表示データ又はフィルムデータを用いることで、ユーザの
視認性を高めることができる。
【００６９】
　また、本実施の形態によれば、時間的あるいは空間的に関連のある一連の画像を取り扱
う場合には、一連の画像の関心領域の大きさが揃えられた表示データ又はフィルムデータ
を作成することにより、誤診を招く危険性を低下させることができる。
【００７０】
　また、本実施の形態によれば、患者の状態が悪く動かすことが困難である場合等、被写
体の中心位置が画像診断装置に対してずれた状態で撮影せざるを得ない状況においても、
一連の画像の関心領域の位置と大きさを同一にした表示データ又はフィルムデータを作成
することで、視認性の低下を防ぎ、観察や読影をしやすくすることができる。
【００７１】
　また、本実施の形態によれば、画像の種類等により、様々なテンプレートの中から最適
なテンプレートを使用し、かつ最大化された関心領域を表示させるか、一連の画像に共通
の関心領域を表示させるかを選択して表示データ又はフィルムデータを作成することによ
り、ディスプレイやフィルムなどの限られた領域に、診断上有用な部分である関心領域が
大きくかつ効率よく表示された表示データ又はフィルムデータを柔軟かつ簡便に作成する
ことができる。
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【００７２】
　なお、本実施の形態では、関心領域を抜き出した後でその関心領域をフレームに出力す
ることで、表示データ又はフィルムデータを作成したが、表示させる画像や画像診断の目
的によっては、自動的に関心領域の抜き出しをしないで、すなわち画像全体を関心領域と
して画像全体をフレームに出力し、その後改めて手動で関心領域を指定するようにしても
よい。
【００７３】
　また、本実施の形態では、関心領域をフレームに出力する前に、テンプレートの新規作
成及びテンプレートの微調整を行うようにしたが、関心領域をフレームに出力した後で、
フレームを分割する線の微調整等のテンプレートの編集ができるようにしてもよい。これ
は、関心領域が出力されたテンプレートがディスプレイ１５などに表示されている場合に
おいて、フレームを分割する線をマウス１７等で動かす事等によって行われる。これによ
り、より効率的な表示データ又はフィルムデータをより柔軟かつ簡便に作成することがで
きる。
【００７４】
　また、本実施の形態では、矩形画像を例にして説明したが、台形、円形などの医用画像
が呈する形状となる可能性のある形状は本発明の実施として全て含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明に係る画像処理装置１０の構成を示すブロック図である。
【図２】上記画像処理装置１０の自動的に関心領域を抜き出す方法を説明する説明図であ
る。
【図３】上記画像処理装置１０の自動的に関心領域を抜き出す方法によって抜き出された
関心領域を示す図であり、（ａ）は各画像に最適な関心領域を抜き出した場合を示し、（
ｂ）は一連の画像に共通の関心領域を抜き出した場合を示す。
【図４】上記画像処理装置１０の関心領域に余白を設定した場合の矩形画像を示す図であ
る。
【図５】上記画像処理装置１０の関心領域を手動で指定する場合の表示画面である関心領
域指定画面を示す図である。
【図６】上記画像処理装置１０の読み出されるテンプレートを設定するテンプレート選択
画面を示す図である。
【図７】上記画像処理装置１０の新たなテンプレートを作成するテンプレート作成画面を
示す図である。
【図８】上記画像処理装置１０の関心領域をフレームに合わせて変倍して出力する方法を
説明する説明図である。
【図９】上記画像処理装置１０の一連の画像の関心領域の中心とフレームの中心を一致さ
せる方法を説明する説明図である。
【図１０】上記画像処理装置１０の表示データ又はフィルムデータの出力画像の例である
。
【図１１】上記画像処理装置１０の表示データ又はフィルムデータの出力画像の例である
。
【図１２】上記画像処理装置１０の表示データ又はフィルムデータの出力画像の例である
。
【図１３】上記画像処理装置１０の表示データ又はフィルムデータの出力画像の例である
。
【図１４】上記画像処理装置１０の体軸の中心位置と画像の中心位置を揃えることによっ
て図１３に示す出力画像を作成する方法を説明する説明図である。
【図１５】上記画像処理装置１０のフレーム全体が拡大表示されているフレーム画面を示
す図である。
【符号の説明】
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【００７６】
　１：ネットワーク、２：医用画像撮影装置、３：画像データベース、４：プリンタ、１
０：画像処理装置、１１：中央処理装置（ＣＰＵ）、１２：主メモリ、１３：磁気ディス
ク、１４：表示メモリ、１５：ディスプレイ、１６：キーボード、１７：マウス、１８：
コントローラ、１９：共通バス

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(16) JP 2008-188177 A 2008.8.21

【図１５】
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